
被扶養者認定要領 

 

保険局長通知による、収入のある者についての認定基準額を遵守し、かつ、組合として以下の事項について

認定基準の細部を定める。 

 

１．就業状況による認定手続きの取扱い 

（１） 申請前に職業についたことがなく、無職の場合、または、退職後１年以上経過している場合 

市町村発行の所得証明書でもって、無収入であることを確認し認定する。 

（２） 申請前は健康保険の被保険者であった場合で、退職により被扶養者申請する場合 

直近６ヶ月分の給与明細書の写し及び事業主発行の退職証明書、または、雇用保険離職票 NO.1 及び

２の写し、失業給付受給中の場合は、ハローワーク交付の雇用保険受給資格者証の写しで判定。 

雇用保険の失業給付については、雇用保険失業給付の受給期間は、被扶養者として認定しない。ただ

し、受給額が日額 3,611円以下の場合は認定する。 

(60才以上又は障害厚生年金要件に該当する程度の障害者は 4,999円以下) 

（３） パート・アルバイトで就業している場合 

労働時間・労働日数・時給等を明記した雇用契約書の写し、または、給与明細書（直近３ヶ月以上）・

賞与明細書（直近）の写しで所得等を証明することにより、年間収入額を推定し、年間 130万円未満

であると推定される場合は被扶養者として認定する。 

ただし、年の途中で転職した場合は、年間収入額が変動するので、転職した場合は、新事業主による

雇用契約書の写しにより総合的に判断する。被扶養者の収入が大きく変動し限度額を超えた場合は、

その時点で認定は取り消す。 

 

２．認定対象者が、別居の父母の場合（60歳以上の場合、または、障害厚生年金受給者） 

収入基準額については、同居の場合に準ずる。 

３ヶ月以上の送金の明細を入手の上、年間送金額を推定し、認定対象者の収入総額より、送金額が上回

る場合、認定する。 

 

３． 参考として保険局長通知・課長通知を別途添付。 

 

付  則 

この要領は、平成２１年７月 1５日から施行する。 

この要領は、平成２５年４月 1 日から施行する。 

この要領は、平成２５年７月 1 日から施行する。 

この要領は、平成２６年４月 1 日から施行する。 

この要領は、平成２７年４月 1 日から施行する。 

この要領は、平成２８年４月 1 日から施行する。 

 

http://intra17.takeda.co.jp/soumujinji/kenpo/kiyaku/c_01a.html
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